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定期監査の結果に関する措置状況 

（令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 8 月 29 日まで実施分） 

 

１ 財務事務指摘事項に対する措置状況 

 

〇 支出関係 

支払時期 

 

 

５部署、合計８件の契約代

金の支払においては、検査完

了後から事業者への支払まで

２か月以上経過しているもの

があった（表１）。請求者に

対して請求書の提出を求める

ことが困難な状況ではないに

もかかわらず請求書の提出を

催促しなかった事例、事業者

の各種変更手続等に係る書類

や請求書の提出を催促したも

のの提出されなかった事例な

どがあった。 

このうち障害福祉課におい

ては、支払いの過程で回数を

誤って契約締結したことに気

づき、契約変更手続等を行っ

たため、２か月以上経過して

支払を行うこととなった。政

府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和２４年法律第

２５６号。以下「法」とい

う。）第６条第１項の趣旨を

踏まえ、検査完了後、事業者

に速やかに請求書の提出を求

めるとともに、適正な時期に

支払を行われたい。 

なお、児童青少年課に対し

ては令和５年度及び令和６年

度定期監査において、学務

課、教育指導課に対しては令

和６年度定期監査において支

払遅延について指摘を行って

いるにもかかわらず、一向に

改善がなされない。 

改めて、検査完了後、事業者

に速やかに請求書の提出を求

め、提出が遅れがちな事業者

に対しては、厳正に指導され

たい。また、複数年度にわたっ

て支払遅延が発生しているこ

とから、支払状況の管理、確認

等を組織的に行うことができ

【福祉部】 

＜障害福祉課＞ 

当該契約については、当初、支払

い回数を誤って契約したことに 9

月分支払い対応の過程で気が付き、

さらに契約変更の事務に時間を要

したため遅延した。今後、当初の契

約時に誤りがないよう仕様書と契

約依頼の内容の確認を徹底し、契約

変更がないもののとするとともに、

やむを得ず契約変更処理となった

場合も、速やかに対応するよう徹底

する。 

 

【子ども家庭部】 

＜児童相談課＞ 

支払関係事務については、支払状

況チェック表により進捗状況の管

理を行っているところであるが、適

法な請求書の徴取に時間を要した。 

今後は、事業者とこまめに連絡を

取るなどし、速やかな請求書の徴取

に努める。 

福祉部 

障害福祉課 

 

子ども家庭部 

児童相談課 
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る内部統制について改めて見

直し、体制を確立されたい。 
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定期監査の結果に関する措置状況 

（令和 7 年 4 月 1 日から令和 7 年 8 月 29 日まで実施分） 

 

２ 組織及び運営の合理化に関する意見に対する措置状況 

事務・事業 意見内容 意見に対する措置結果 部 課 

コンプライ

アンス及び

ガバナンス

の強化につ

いて 

区は、令和７年３月に「文京

区人材確保・育成基本方針」を

改定するとともに、同方針に

基づいて策定された職員研修

実施計画において、職員構成

の変化に伴う知識・ノウハウ

の承継不足や内部統制対象に

関わる不適切な事務（処理）事

案の増加を課題と認識し、基

礎知識に関する研修の見直し

を行っている。具体的には、

「契約・検査・予算に関する研

修」、「個人情報保護に関する

研修」、「内部統制制度に関す

る研修」、「コンプライアンス

研修」を職層及び職員別に必

修・選択又は職員指定等の研

修として実施することで、必

要な基礎的知識の習得の徹底

を図り、不適切な事案の再発

防止等に取組んでいる。これ

らの取組は一定評価できるも

のの、管理監督職員に対する

ガバナンスや内部統制上のリ

スク管理意識に係る研修の効

果は、十分とは言えない状況

である。 

次項以下に触れる会計事務

や契約及び検査事務、物品管

理を適切に事務処理していく

ためには、各部各課において、

コンプライアンスの徹底と管

理監督職員によるガバナンス

環境の構築が必要不可欠であ

る。管理職が先頭に立ち、事務

事業の根拠となる法令等の理

解及び遵守を改めて職員に対

して確認、徹底するとともに、

部課長によるマネジメントの

下、契約及び検査事務に代表

される事務処理が適切になさ

れるよう、取組を進められた

い。 

【総務部】 

＜総務課＞ 

職員構成の変化に伴う内部統制

に関わる不適切な事案の増加を防

ぐため、職員が財務に関する事務

（会計、契約、検査、予算等）や個

人情報に関する事務を行う上で必

要な基本的知識を体系的に習得で

きる研修体制の整備を図っている。

今年度から指定する職員に対し「予

算編成実務担当者研修」「契約・検査

実務担当者研修」、個人情報を取り

扱うすべての職員に対し「個人情報

保護研修」、新任職員に対し「内部統

制研修」の受講をそれぞれ義務付け

ている。 

また、これまでに発生した不適切

な事務事案を踏まえ、検査、支払（請

求書の取扱い）及び執行状況の確認

に関して、管理職の関与を高めなが

らそれぞれ改善を図ることとして

いる。 

 

＜職員課＞ 

職員構成の変化に伴う課題や、不

適切な事務処理事案の増加を受け、

職員の基礎知識習得の徹底と不適

切な事案の再発防止に向けた研修

を関係課と連携して実施した。 

次年度の職員研修実施計画の策

定にあっては、さらなるコンプライ

アンス及びカバナンスの強化に資

する研修プログラムの策定に向け

て検討を進める。 

総務部 

総務課 

職員課 
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また、職員研修実施計画が

毎年策定されることから、次

年度の計画にコンプライアン

ス及びカバナンスの強化の視

点で、管理監督職員に対する

研修プログラムが策定される

ことを期待する。 

会計事務に

ついて 

支払遅延については、令和

元年度から重点的に確認し、

改善指導を行っている。支払

遅延の考え方は３ページに記

載したとおりである。ほとん

どの課で支払遅延を対処すべ

きリスクとして認識の上、支

払遅延防止策として、チェッ

クリストの作成や請求書の提

出遅延に対する事業者への催

促などに取組んだ結果、令和

５年度と比較して、令和６年

度には 1/5 にまで減少したこ

とは評価できる。 

その一方で、事業者に対し

請求書提出の催促を怠った

り、修正が発生した請求書の

催促遅れ等から、検査完了か

ら２か月以上経過した支払の

事例も未だ少数とはいえ見ら

れる。引き続き、チェックリス

トに検査完了日を記載するな

どにより支払期限を明らかに

し、組織的に各事業の進捗状

況と事務の対応状況を把握し

て支払状況の進捗管理を行う

とともに、管理職が適時適切

な指導・注意喚起に取組むこ

とで、期限内に確実に支払が

行われるよう努められたい。 

【会計管理室】 

 会計事務の統括部署として、会計

事務の適正な執行については、毎年

度、会計管理者から各部長宛て文書

により全庁周知している。令和７年

度においても、契約等の支出負担行

為に当たっては、歳出簿を確認の

上、予算事務規則等に基づき、契約

依頼等の所要の手続を適正に行う

こと、特に年間契約等による継続支

払については、「進行管理シート」等

の活用により各部内で手続に関す

る情報共有を図りながら請求書等

の内容確認を十分行い、債権者に対

して適正かつ速やかに支払手続を

行うよう改めて求めた。 

また、債権者への的確な支払につ

いても、口座情報等の確認を徹底し

適正な時期に債権者へ支払うよう

別途、全庁的な注意喚起を行った。 

なお、日々の審査の中での個別の

ケースへの対応として、支払手続の

遅れが認められた場合には、原因分

析に基づく再発防止策の構築に重

きを置いて指導している。 

 また、令和元年度から部の庶務担

当者を中心とした個別指導を行っ

てきたが、庁内全体の会計実務能力

の向上を図るため、令和５年度から

全職員を対象としたｅ—ラーニング

による会計研修を実施している。 

今後も支払手続の遅れが生じない

よう全庁的に徹底し、内部統制体制

の具体的な運用において、各部が管

理職のマネジメントの下、主体的に

会計事務の適正な執行ができるよ

う、更に力を注いでいく。 

会計管理室 

文書事務に

ついて 

適正な文書事務は、行政に

おける「文書主義の原則」の根

幹をなすものであり、監査に

おいて各種の文書について確

認を行っているところであ

【総務部】 

＜総務課＞ 

毎年、新任職員を対象とした「文

書（初歩）」及び「文書（基礎）」、全

職員を対象とした「文書（応用）」及

総務部 

総務課 
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る。 

事業実施に係る事案決定前

の契約依頼書の起票や検査の

起点となる履行完了日の記載

がない履行確認書類、鉛筆や

修正液を使用して訂正された

帳簿や起案文書等が数多くの

部署において見られており、

文書の重要性と適正な事務手

続の必要性が組織内で十分に

認識され、処理されていると

は言い難い状況がある。 

(1)で触れたとおり、区にお

いても課題認識をしているこ

とから、総務部での研修を充

実されるとともに、部の庶務

担当課を中心に、適正な事務

手続が実施されるよう、必要

に応じて様式の変更や事務マ

ニュアル等の再検討など誤り

を防止する仕組の設定、併せ

て職場内研修や行政情報管理

補助者の役割の再確認などの

取組を期待する。 

び「文書（要綱作成）」の研修を実施

し、適正な文書事務への理解促進を

図っている。 

また、「文書作成・管理強化月間」

として、起案者、審議者及び審査者

（行政情報管理補助者）それぞれに

よる取組や課内におけるチェック

体制の徹底について周知し、文書の

審査体制の強化を図る取組につい

てもより効果を高めるため、令和４

年度から実施時期の見直しを行っ

たほか、令和６年度には、「文書事務

の適正かつ円滑な処理の徹底につ

いて（令和６年４月９日付２０２４

文総総第７０号）」により、改めて文

書事務の適正かつ円滑な処理の徹

底について通知したところである。 

具体的な事例等を踏まえた研修内

容の見直しや文書事務の手引き等

の内容充実を図り、職員一人一人が

適正な文書事務の実施に係る意識

をもって業務遂行に当たることが

できるよう、各種取組を強化してい

く。 

契約及び検

査事務につ

いて 

まず、契約の履行確認につ

いてである。事業者から提出

される実績報告書等の契約履

行内容が記載された書面（以

下「履行確認書類」という。）

は、契約に基づき事業者から

提出される成果物であるとと

もに、契約の適正な履行確認

と検査の根拠となるものであ

る。履行確認書類の確認、検査

などの事務が期限内に適正に

処理されて初めて支出命令書

の起票となるが、事業者から

提出される履行確認書類にお

いて、検査の起点となる履行

完了日や区の受領日の記載が

ないもの、記載内容に錯誤が

あるもの等、履行内容の確認

が不十分な事例が複数の部署

において見受けられた。 

各部署においては、履行確

認書類の受領時に内容確認・

検収することの重要性を認識

し、日付の未記載や内容の誤

り等を事業者に指摘し確実に

【総務部】 

＜契約管財課＞ 

契約管財課では、初級者向けに年

１回、中上級者向けの説明会を年１

回開催しており、指摘された事項

は、検査の基本的内容であることか

ら、初級者向けの研修において注意

喚起を行ったところである。 

また、O ドライブには、監督及び

検査の制度から検査の実務に至る

までの説明と、日頃の検査を通した

注意事例や疑問、問い合わせなどの

Q＆A を載せた「監督・検査のしお

り」に加え、「検査業務について（研

修資料）」を格納しており、「監督・

検査のしおり」と「検査業務につい

て（研修資料）」についても、指摘さ

れた事項を盛り込んでいる。 

 今後も管理監督職員を含め、説明

会への参加を促すと共に、検査に関

する不安な部分を取り除けるよう、

多数の項目から知りたい情報を一

目で捉えられるような資料を作成

し提示する取り組みを実施してい

く。 

総務部 

契約管財課 
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補完できるよう、履行確認書

類の受付・検収手順等をマニ

ュアル化する等によって、課

内での周知徹底を図られた

い。 

次に、検査日についてであ

る。検査実施に当たり、仕様書

において実績報告書の確認が

定められている事案におい

て、実績報告書の提出よりも

前の日付を検査日とするな

ど、検査の日付についての誤

りやそごが数多く見受けられ

た。 

各部署において検査を行う

意義とその根拠、検査を行う

時期を改めて認識し、最終版

の履行確認書類に基づく確実

な履行確認、検査合格に基づ

いて支出命令書の起票を行う

よう、その徹底を図られたい。 

なお、契約事務に従事した

経験の少ない管理監督職員も

いると考えられることから、

契約検査事務説明会への参加

を促すなど契約検査に係る知

識が全庁で共有されるよう、

さらなる取組を進め、契約事

務の適正な執行が組織的に確

保されるよう努められたい。 

物品の管理

について 

物品管理については、備品

の現品確認や廃棄手続の状況

について確認を行っていると

ころである。施設を管理する

部署においては供用備品が多

く、現品の確認が容易でない

状況もある中、今年度の定期

監査においても、複数の部署

で現品を照合する体制を構築

して計画的な取組を進めてい

ることが確認できた。 

しかしながら、一部の部署

においては、不要となった備

品の廃棄後に不用品組替えに

係る意思決定及び出納機関へ

の通知を行っていた事例など

不適切な管理が見受けられ

た。各部署においては、引き続

き、内部統制を整備し、台帳と

【会計管理室】 

物品事務の統括部署として、前年

度に引き続き、会計管理者から各部

長宛て文書により、出納通知者及び

供用者に対して物品の管理に係る

根拠規定を改めて理解することを

求め、物品の管理について、内部統

制の観点も十分認識し適正に行う

よう全庁的な注意喚起を行った。令

和７年度は、特に施設を所管する部

に対し、様々な供用備品がある中、

実際の管理を行っている指定管理

者等と調整の上、現品を定期的に確

認する体制の構築と計画的かつ継

続的な取組を求めた。 

会計管理室としては、自己検査の

報告等を確認するなどして各課の

実態を的確に把握しながら、全庁的

に物品管理が適正に行われるよう

会計管理室 
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現物を適時照合するなど十分

な物品管理を行うよう取り組

まれたい。 

指導・助言していく。 

 

内部統制評

価制度の運

用について 

令和５年度及び令和６年度

の内部統制評価報告書附属資

料等によると、区が把握した

運用上の不備における「個人

情報に関する事務」について

は、令和６年度は前年度に比

べて７件増加している。さら

に、同一部署における不備が

同一年度に複数回又は３年度

以上連続して発生している。

これらのことは、不備が発生

した部署におけるリスクの把

握や選定、その対応策が十分

でなかったと言わざるを得な

い。 

また、リスク対応策として

整備した事務処理マニュアル

の手順及びダブルチェックを

行っていないことによる個人

情報の誤送付などが依然とし

て複数発生している。内部統

制上の個人情報に関する事務

の不備や監査の指摘等があっ

た部署においては、個人情報

保護管理責任者である所管課

長自らがこれまでの監査結果

や誤りの原因等から判断し、

事務処理マニュアルやチェッ

クリスト並びにダブルチェッ

クが形骸化していないか、リ

スク対応策として有効に機能

しているか、現場において確

認するなどのチェック体制の

確立と適時適切な指導・注意

喚起を行われたい。 

加えて、今後も若手職員や

会計年度任用職員が増えてい

く状況を鑑みて、正確な財務

会計や文書事務の知識や個人

情報の取扱いについての理解

が深まるよう、管理監督職員

においては、職場での職員育

成により一層取り組まれた

い。 

なお、一部の部署では、新規

【総務部】 

＜総務課＞ 

内部統制については、ＰＤＣＡサイ

クルにより継続的に見直しを行いな

がらリスクの低減に取り組んでいる

ものの、不適切な事案の発生件数は前

年度を上回っている。不適切な事案が

多く発生している特定のリスクを「要

注意リスク」として指定し、リスク評

価シート作成に当たっては、要注意リ

スクに該当する業務がある部署は、要

注意リスクを優先して記載すること

とし、リスク対応策の更なる充実強化

に取り組んでいる。特に、繰り返し同

様の事案が発生している場合には、事

務処理マニュアルやダブルチェック

リストの見直しや現状の業務体制の

見直しも含めて検討を行うこととし

ている。 

また、若手職員や会計年度任用職員

をはじめ、全ての職員が財務に関する

正確な知識や個人情報の取扱いに関

する理解を深められるよう、職場内研

修の好事例を全庁に共有することに

より、適正な業務執行の確保に努めて

いく。 

また、再発防止に向けた組織的な取

り組みを強化するため、管理職を対象

としたリスクマネジメント研修を実

施し、職場内のマネジメント強化に向

けて管理職の意識向上を図ったほか、

訴訟事例に学ぶ業務改善をテーマと

した法務研修を実施し、契約・会計事

務の適正化に向けた職員の意識向上

を図った。加えて、不適切な事案の低

減と再発防止に向けた全庁的な取り

組みとして、今年度も内部統制強化月

間を実施し、各課に対しては、リスク

事例の共有や課内ミーティングの実

施を通して、リスク対応策の実効性や

取組状況の組織的な確認・点検を促し

ている。課内ミーティングの実施に当

たっては、前年度に発生した重大な不

備事案について取り上げ、同様の事案

が発生しないよう未然防止の方策に

総務部 

総務課 
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採用職員や若手職員を対象に

職場内研修を実施しており、

こうした好事例が全庁に共有

されることを期待する。 

内部統制制度の統括部署で

ある総務課においては、令和

７年７月に管理職を対象とし

たリスクマネジメント研修を

実施するとともに、８月から

９月を内部統制強化月間と定

め、課内でのリスク例の共有

と所属長主導による課内ミ－

ティングの開催を求めてい

る。課内ミ－ティングの内容

をはじめとした内部統制強化

月間の実施結果を集約し、全

庁的に周知することで、個人

情報に対する職員の意識向上

を図るとともに、他部署で生

じた事案も他人事とせず、自

らの部署で同様の事案が発生

するリスクの有無を点検する

仕組みを工夫するなど不適切

な事務事案の減少と再発防止

に向けた更なる対策を講じら

れたい。また、学校において、

個人情報漏えい事案が続いて

いることから、個人情報保護

の強化の観点から、改めて内

部統制の整備及び運用におけ

る学校の位置づけやその取扱

いについて十分な検討をされ

たい。 

今後に向けては、改めて職

場・職員全体が内部統制を推

進していく意識の喚起と向

上、更なる創意工夫を行うこ

とにより、この制度が将来に

向け持続的に発展、運用され

ていくことを、監査委員とし

て期待する。 

ついて検討を促した。併せて、所属長

や係長に対しては、係員の財務事務等

に関する知識・理解度に応じて適切な

指導を行うよう周知し、適正な業務執

行の確保に努めている。 

強化月間の実施結果や今後の取組

事例については、今後、内部統制通信

等において全庁的に共有していくこ

とで、個人情報の適正な取扱いや内部

統制の取組に対する職員一人一人の

意識向上を図っていく。 

また、内部統制の整備及び運用にお

ける学校の位置づけやその取扱いに

ついては、次年度に向けて検討を行っ

ていく。 

今後も、こうした取組を継続して進

めていくことで、職員一人一人が主体

的に内部統制に取り組むことへの意

識の喚起を図っていくとともに、区を

取り巻く状況の変化や国の施策の動

向等を踏まえながら、将来に向け持続

的に発展、運用される制度となるよう

更なる工夫を重ねていく。 

 

 

 


